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 ここ諏訪の森保育園は諏訪神社に隣接し、春はみずみずしい緑に囲まれ、暑い夏にはやさし

い木陰を、秋には色づいた葉っぱでごっこ遊びを、冬は雪が積もれば築山からのそり遊びな

ど、四季折々にわたり楽しめる、文字通り自然豊かな保育園です。今日も元気いっぱい子ども

達の声が、諏訪の森に響き渡っています。  
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                     〈 利用にあたってのご案内 〉 

 

   一時保育を利用するにあたっては以下の事をご了解いただき、お互いに合意した上で利用

して頂きます。 

 

○一時保育とは 

    保護者の短時間の就労や親のリフレッシュなどの為、お子さんを保育園で一時的  

に預かることを言います。 

 当園での一時保育には、おおよそ次の６つの型があります。それぞれ重なり合う場合もありま

すが、料金は同一です。 

 

１ 

 

 子育て応援型(１) 

 

 親のリフレッシュの為に一時的に利用したい 

 

２ 

 

 子育て応援型(２) 

 

 子育ての方法に悩み、子どもとの関わりを学びたい 

 

３ 

 

 保育体験型 

 

 幼稚園や保育園の入園を控え 

 

４ 

 

 非定形型 

 

 理由は問わず、月間を通して自由に利用したい 

 

５ 

 

 

 特定保育型 

 

 

 仕事・職業訓練・通学などの理由で、一ヶ月あたり  

 おおむね64時間以上継続的に利用したい 

 

６ 

 

 

 

 緊急一時型 

 

 

 

 親の病気・入院・事故などの理由で緊急的に利用したい  

（立川市保育課に直接連絡した上で） 

 

 

○利用対象児童 

  立川市在住で生後５ヶ月から就学前までの集団保育が可能な児童。  

  市外の方はご相談下さい。 

 

○定員 

  １日５名～7名程度 

 

○利用時間 

   月曜日から金曜日迄の午前９時００分から午後５時００分  

  （９時から受付開始とし、５時に終了となります。）  

   標準コース、１日コースがあります。 
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○利用料金及び支払い方法  

 
 標準コース  
 （５時間迄）  

 

 
 ２,０００円（昼食代かおやつ代を含む） 
 時間帯によって食事とおやつが両方ですと１００円増です  

 ＊市外の方は２ ,５００円  
 
 １日コース  

 （６～８時間迄）  
 

 
 ４,０００円（昼食代とおやつ代を含む） 

 ＊市外の方５ ,０００円  
 

  

○延長に関する規程 

  ５時間を超えた場合は、３０分迄 ５００円  ６０分迄 １，０００円 それ以降は１日利用に移行 

させて頂きます。（２,０００円追加料金） 

  １７時を過ぎた場合は、３０分毎 ７００円 

 

＊初回登録時のみ、登録料(書類代を含む)３００円が別途かかります。 

  次年度より自動更新とさせて頂きます。 

  ただし、最後のご利用以降１年間ご利用のない場合は再度の面接 登録が必要となります。 
 
〇利用料金は、登園降園を QR コードで管理させていただき、1 日から月末までのご利用分を
まとめて翌月 25日にゆうちょ銀行からの引き落としになります。  
 

 

○利用方法 

   1.事前登録 

    ①電話にて登録の予約をとる。（月～金：９時３０分から１６時迄） 

    ②登録必要書類に記入の上、面接を受ける。（親子でおこし下さい） 

      登録必要書類は保育園 HP・立川市 HP よりダウンロードできます 

      登録必要書類と面談当日ご持参いただきたいもの 

 

          ・一時保育しおり 

          ・登録利用申請書 

          ・児童状況表（両面）＊親子写真添付 

          ・問診票作成  お預かり注意事項  

         ・災害時緊急引き取り人名簿  

          ・母子手帳 

           

   2.登録後の予約 

    毎月 1日から翌月の予約受付を行っています。 

    1日が土日祝祭日の場合は、その月の最初の平日に変更となります。 

    9時半より電話受付、１０時より順番に折り返しお電話します。  

     以降の予約は  （月～金曜日：９時半～１６時） 
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○休園日 

   土日祝祭日、年末年始 １２月２９日～１月３日 

   その他、園が指定する日 

 

○キャンセルのご連絡 

 前日までのキャンセルの場合は、変更が分かった時点で９時 30 分～１６時の間にご連絡下さ

い 

 当日急なキャンセルの場合は、キャンセル待ちの方の為に８時３０分～８時４５分の間に電話で

ご連絡を下さい。 

 

○変更届けについて 

 住所、緊急連絡先等に変更があった場合は、速やかにお知らせ下さい。 

 また保護者の連絡先はいつも明確にしておいて下さい。  

 

○送り迎えについて 

  原則として送り迎えは保護者が責任を持って行って下さい。  

 保護者以外の方が来る場合には、必ず事前にお知らせ下さい。  

連絡のない場合はお渡しできませんのでご了解下さい。  

 連絡表に登園時間・降園予定時間・連絡等を必ず記入して下さい。  

 送り迎えの時間に遅れる場合は、予定の時間を連絡して下さい。  
 
○持ち物について 

 

０歳児 

 

 

 着替え３組(動きやすいもの)､肌着、スタイ、紙おむつ、おしりふき 

 ビニール袋1枚､(汚れ物いれ) 

食事用エプロン＆口拭き（昼食・おやつ分）、連絡表、バスタオル２枚、 

 

１・２歳児 

 

 

 着替え３組(１人で着脱しやすい上下に分かれている物)､ 

紙おむつ又はパンツ､おしりふき、ビニール袋1枚(汚れ物入れ) 

食事用エプロン＆口拭き（昼食・おやつ分）、連絡表､バスタオル２枚 

 

３～５歳児 
 着替え、パンツ、ビニール袋２枚、(汚れ物入れ）､ハンドタオル､ 

 連絡表、バスタオル２枚、（午睡をする場合）、上履き、水筒 

 

  持ち物には全て名前の記入をお願いします。  

持ち物等は、季節によって変更する場合がありますので、担当に確認して下さい。  

  連絡表用紙はその都度お渡します。  

 *紙おむつは市での回収になります。 

○一時保育の保育内容と一日の過ごし方 

  在園のお子様たちともかかわりながら、それぞれのお子様が安定して過ごせるようにしてい

ます。 園庭遊びや散歩も楽しんでいます。 
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○健康管理 

  1.登園前は以下の事に注意し、登園できるかどうか判断して下さい。  

   ・お子さまの機嫌や食欲の有無､発熱や発疹の有無､咳のひどい時､嘔吐や下痢の見られる 

とき等。 

  2.登園後以下のような症状の場合は、連絡の上お迎えをお願いする場合があります。  

   ・発熱 

   ・発疹などがあり、伝染性の病気が予想される場合。  

   ・下痢や嘔吐が保育中に起こった場合。 
   ・いつでも連絡が取れるように、緊急連絡先を明確にしておいて下さい。  

 

  3.園での与薬について 

   ・原則として薬はお預かりしません。 

 

○食物アレルギーについて 

   1.面接の時に必ずアレルギーの詳細についてお話し下さい。  

   2.アレルギー食の対応はしていませんので、ご家庭からお子さまにあったお弁当、  

   おやつ、飲み物などをお持ち下さい。 

 

○けがの対応について 

  けがのないように細心の注意を払っていますが、お子さま同士のトラブルや転倒などで  

思いがけなく負傷をしたりします。 

  負傷の程度によって受診が必要な場合は、保護者の皆様に連絡を取った上で、園の  

  方で速やかに受診致します。 

  やむを得ず連絡が取れない場合には、お子さまの身体の安全を最優先し、園が責任  

  を持ってしかるべき対処を行います。あらかじめご了承願います。  
 

○伝染病について 

  下記の伝染病にかかった場合は、かかりつけの小児科医と相談し、集団生活が可能か  

確認を取ってからご利用下さい。 

 

   ・麻しん（はしか）      ・溶連菌感染症     ・インフルエンザ 

   ・マイコプラズマ肺炎   ・風疹             ・手足口病 

   ・水疱（水ぼうそう）    ・リンゴ病          ・流行性耳下腺炎 

   ・ウイルス性胃腸炎    ・結核             ・ヘルパンギーナ 

   ・咽頭結膜熱         ・RSウイルス感染症  ・流行性角結膜炎 

   ・帯状発疹           ・百日咳           ・突発性発疹 

   ・腸管出血性大腸菌感染症               ・新型コロナウイルス感染症 
 

  ＊アタマジラミ・とびひ・水いぼは症状が強く周囲への伝染が心配な場合や、  

保育内容によっては、登園について相談させて頂きます。  
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○団体傷害保険の加入について 

  諏訪の森保育園では、団体傷害保険に加入しています。一時保育中の保育園での  

  管理下の事故による障害につきましては保険金の対象となります。  
 

○災害時の避難について 

   1.警戒宣言や地震・台風や事故のあった場合、速やかにお迎えをお願いします。 

 

   2.地震、火災時に子ども達が安全に避難できるよう毎月避難訓練を行っています。  

   園外に避難する場合は  

   避難場所 

第１避難場所     諏訪の森公園 

第２避難場所     諏訪の森広場 

第一避難所      第１中学校校庭（園舎の被害状況による） 

       この場合園の門及び玄関への掲示で連絡をお知らせします。  

緊急時の対応につきましては、諏訪の森保育園重要事項説明書に基づき対応します。  

 

   3.登録時に、災害時緊急引き取り人名簿を提出していただきます。 

   事故を防ぐために記載されている人のみに、お子さまをお渡ししますのでご注意 

   ください。（非常食、水、備品は備蓄しています）  
 

○重要な申し合わせ事項 

   お子さまの心身に変化が生じ、集団保育に適さないと認められた場合、お預かり  

   しかねる事があります。 


